
村民みんなで「ハートがたくさんの村」をつくりましょう。　総務課 人権政策係　℡0967（67）1111

Vol.228ハートがたくさんの村づくり
差別のない、人への思いやりを大切にする、明るい南阿蘇村をつくりましょう。

平等でなかった義務教育
　新学期を迎え、小・中学校では、真新しい教科書
を手に、新しく始まる生活に期待と緊張感を持った
子どもたちの表情が目に浮かびます。
　現在、無償で配られている義務教育の教科書です
が、約60年前までは、各家庭で購入しなければな
らなかったことをご存じでしょうか。
　有償時の教科書は、多くの家庭にとって、経済的
負担は軽いものではなく、苦労が絶えませんでした。
家庭の事情で、教科書を準備できず、つらい思いを
する子どもや学校に通うことができない子どももい
ました。

権利の目覚めと闘い
　1961（昭和36）年、高知県内のとある地区では、
厳しい部落差別のために安定した収入の仕事に就く
ことができず、苦しい生活を強いられていた母親た
ちがいました。彼女たちは、学校の先生と部落差別
問題をはじめとするさまざまな学習を重ねていく中
で、日本国憲法第26条の『義務教育は、これを無償

とする』という条文に出会います。そこから教科書
無償化運動を展開させ、全ての子どもに平等な学び
の権利を求めていきました。この運動は、やがて全
国に広がり、国を動かします。
　その後、1963（昭和38）年、「義務教育諸学校の教
科書図書の無償措置に関する法律」が制定され、翌
年から段階的に国による無償化が始まりました。
　そして、1969（昭和44）年には、全ての小・中学校
での無償化が実現しました。

みんなの願い
　この運動の成果により、みな平等に教科書を手に
教育を受けることができます。
　教科書無償化の歴史は、部落差別が引き起こした
弊害の重みを気づかせるとともに、差別による負の
連鎖を断ち切り、共に助けあい行動することの大切
さを教えてくれます。
　無償の教科書には、子どもたちの学びを保障した
いという親たちの熱い思いと、将来を担う子どもた
ちへの国民全体の願いや期待が込められています。

無償の教科書に込められた思い

南部分署なんでも
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　届出方法につきましては南部分署まで来署
もしくは電話での連絡をお願いします。その
際に次のことをお聞きしますので、ご協力よ
ろしくお願いします。
１　焼却する場所・焼却するもの
２　時間
３　消火器具の有無
４　氏名・連絡がつく電話番号
※空気が乾燥している場所や風が強い日には、
焼却を中止していただく場合がございます。

　また、「火災予防条例45条」により届出は
消防機関が火災と誤認しないように届け出る
ものであって、枯草などの焼却について消防
機関が可否を判断する性質のものではござい
ません。許可にあっては、役場と警察署にご
連絡してください。

枯草などの焼却の
届出について 　阿蘇広域消防本部では、毎年春の火災予防運動に合わせ

て管内の小学校4年生を対象に、防火ポスターの募集を
行っています。今年は90人の入賞者を決定しました。　
　今年度村内の小学校の入賞者は
•久木野小学校
　金賞該当なし、銀賞2人、銅賞2人、努力賞2人
•南阿蘇西小学校
　金賞1人、銀賞1人、銅賞1人、努力賞2人
•白水小学校
　金賞2人、銀賞1人、銅賞4人、努力賞4人

　入賞者作品のポスターは3月1日～7日まであそ望の郷
くぎの（旬鮮あじわい館）に
て展示されました。入賞さ
れた児童の皆さん、おめで
とうございます。また応募
された児童の皆さん、ご協
力ありがとうございました。

防火ポスターの展示を行いました

ソバ刈取り後に生育するレンゲ

地域おこし協力隊
活動報告書発行のご案内
　こんにちは。南阿蘇村地域おこし協力隊です。
　私たちは、総務省の「地域おこし協力隊制度」を活用
して村に移住し、｠「プロジェクト」というかたちで地域
課題と向き合っています。 
　そんな私たちの1年間の活動や思いをより多くの村
民の皆さんに知っていただきたいと考え、「地域おこし
協力隊員だより」という1冊の報告書にしてお届けいたします。是非、
目を通していただければうれしいです。 
　気になる内容があったら、お気軽にお問い合わせください。  
　あたたかく見守ってくれる地域の皆さんへ、心からの感謝を込めて。 

南阿蘇村地域おこし協力隊 一同

地域おこし協力隊
Instagram

南阿蘇村農業みらい公社通信 Vol.32
　経営所得安定対策について、国から「水張り
ルール」を廃止する方針が表明されました。これ
により水張りは必須ではなくなりましたが、令
和7年から8年の間に連作障害を回避する取り組
みの実施が求められてます。そこでソバの連作
障害を回避する取組みの案について紹介します。
　レンゲの種子3㎏／10a程度をソバの種子と同
日に播くことで、ソバを刈るころにはレンゲの
本葉が出るくらいに育ちます。翌春、レンゲが
開花結実するまで放置してから耕耘することで、
２年目以降はレンゲの種を播かなくても毎年レ
ンゲが育って緑肥になるという方法ですが、シ
カの被害がある圃場ではレンゲも食べられるの
で別の方法が必要です。例えば、堆肥500㎏／
10a程度を散布したり、石灰などの土壌改良資

材を散布するなどが考えられます。
　具体的な方法についてはみらい公社にお尋ね
ください。
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